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物 品 売 買 契 約 書（案） 
 

西粟倉村（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）とは、甲乙対等な立場における合意に基

づき、次の条項により契約を締結し信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 

 

（契約の内容） 

第１条 契約する物品、仕様、数量、契約金額、納入場所、納入期日及び契約保証金は、次のとおりとす

る。 

１ 物 品 名   R7防災関連備品（第２回調達分） 一式 

２ 仕 様   別紙調達仕様書のとおり 

３ 数 量   別紙調達仕様書のとおり 

４ 契 約 金額   金●●円（うち取引に係る消費税額●●円） 

５ 納 入 場所   西粟倉村大字影石３３番地１ 西粟倉村役場 

６ 納 入 期日   令和８年３月３１日（火） 

７ 契約保証金   免 除 

 

（納入通知） 

第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

 

（検  査） 

第３条 甲は、物品の納入を受けたときは、その日から１０日以内に検査を行わなければならない。 

２ 甲は、検査の結果、物品の内容の全部又は一部が契約に違反、又は不当であることを発見したときは、

乙に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。 

  この場合において前項の時期は甲が乙から修繕又は他品との交換を終了した旨の通知を受けた日から

７日以内とする。 

 

（支払時期） 

第４条 乙は、前条の検査に合格したときは、所定の手続きし従って甲に請求書を提出するものとする。 

２ 甲は前項の規定による請求書を受理したときは、その日から３０日以内に契約金を支払わなければな

らない。 

 

（危険負担） 

第５条 乙の責に帰する事由により、物品引き渡し前に生じた一切の損害は、乙が負うものとする。ただ

し、甲の責に帰する事由により損害を生じたときは、甲が負うものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第６条 乙は第３条の検査合格後１年間、当該物品の契約不適合について甲の責に帰する場合を除き、無

償で補修、取替えを行うものとする。 

 

（納入期日の延長） 

第７条 乙は、その責によらない事由により、納入期日内に物品を納入することができない場合は、甲に

その事由を付して期間の延長を求めることができるものとする。ただし、延長期日は、甲乙協議して定

めるものとする。 
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（遅延料） 

第８条 乙は、物品の納入が納入期日後になった場合は、遅延日数１日につき契約金額の１，０００分の

１に相当する額の遅延料を支払うものとする。 

 

（契約の解除） 

第９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。 

契約の締結及び履行に関し、不正な行為があったとき。 

(2)  乙の責に帰する事由により、納入期日内又は期日後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと

明らかに認められたとき。 

(3)  その他乙が契約に違反したとき。 

２ 前項に規定により、甲がこの契約を解除しようとする場合において、乙が契約保証金の納付を免除さ

れているときは、乙は契約金額の１００分の１０に相当する違約金を甲に支払わなければならないもの

とする。 

 

（その他） 

第１０条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し生じた疑義については、必要に応じて甲乙協議

のうえ定めるものとする。 

 

この契約の証しとして本書２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

 

     令和８年●●月●●日 

 

 

（甲） 岡山県英田郡西粟倉村大字影石３３番地１ 

西粟倉村 

岡山県英田郡西粟倉村村長 青木 秀樹         

 

 

 

 

（乙）  

 

 


